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「外国人の滞在・居留及び永住に関する規則」の改正：投資移民の制限の緩和等 

 

台湾内政部は 2011 年 7 月 18 日に「外国人の滞在・居留及び永住に関する規則」（以下、「本

規則」という）の改正規則を公布した。今回の改正の主要な点は以下の通りである。 

 

一、台湾の永住権の資格取得が緩和された点 

 

改正前の本規則第 12 条では、外国人が台湾における投資移民の申請をする場合において、①

1500 万ニュー台湾ドル以上の営利事業に投資し、かつ 5人以上の台湾人の就業機会を創出して

3 年以上経過したとき、又は、②3000 万ニュー台湾ドル以上を、出入国及び移民署が目的事業

の主管機関と共同で指定する投資移民基金に投資して 5 年以上経過したときには、出入国及び

移民署は永住を許可することができると規定されていた。上記②の投資移民基金について、現

在、台湾政府は実際には関連する投資移民基金制度を設けておらず、かつ 5 年という期間も長

すぎるため、改正規則では投資移民基金の規定が削除され、また、外国人は「中央政府の公債

に 3000 万ニュー台湾ドル以上の額を投資して 3年以上経過した場合」又は「中央政府の目的事

業の各主管機関が特定の目的に基づき計画する投資案に投資し、かつ当該機関の認定を経た場

合」であれば、台湾の永住権を申請することができると規定された。なお、上記①の 1500 万ニ

ュー台湾ドル以上を投資し、かつ 5 人以上の就業機会を創出するという規定についてはそのま

ま維持されている。 

 

二、永住資格を取得した外国人がその外国人永住証を取り消された後に外国人居留証を申請で

きる期限が明確にされた点 

 

外国人が台湾における永住許可を取得した後、毎年の居住日数が 183 日未満であることによ

り外国人永住証を取り消されたが、なお通常の居留資格を有する場合について、改正前の本規

則では、外国人居留証の申請期限が規定されていなかったが、改正規則第 11 条第 4項では、外

国人永住証を取り消された後三十日以内に申請しなければならない旨が明文で規定された。 

 

三、招聘に応じて台湾に来るホワイトカラーの居留期間の満了時にその配偶者及び子女がとも

に台湾を出国できる規定が追加された点 
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本規則第 22 条には、台湾に投資又は仕事のために来る外国人が居留期間の満了前に、出国準

備のための十分な時間を確保するため、台湾の出入国及び移民署に対し居留期間満了後十五日

間の延長を申請できる旨が規定されている。しかし、当該外国人の配偶者、子女も出国期限の

延長を申請することができるか否かについて、改正前の本規則では規定されていなかったため、

実務上、居留期間の期間満了時に配偶者、子女が直ちに出国しなければならないか否かについ

て争いがあった。この点について、改正規則では、配偶者、子女も本人同様、出国期限の延長

を申請できる旨が明文で規定された。 

 

 
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
＊本記事は、台湾ビジネス法務実務に関する一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供する 
ものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異 
なる可能性があります。台湾ビジネス法務実務に関する具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方 
は弊事務所にご相談ください。 

 

 

 
 


